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発行　東京都足立区 〒120 足立区中央本町一丁目17番1 号 ( 880) 5151 ・5161　 編 集　 区 民 部国民 年 金課

足 立区の　 昭和62年3月1日現在

○ 人 口　632, 989 人
○ 拠出年金 被保険 者数　157, 441人
○ 拠出年 金受給権 者数　35, 967 人
○ 福祉年 金受給権 者数　7, 060 人

東 京 都 足 立 区 役 所
〒120　東京都足立区 千住 一丁目4 番18号

国民年 金
特

集

国民年金についてのお問い合わせは
足立区役所　区民部国民年金課(中央本町庁舎)

中央本町一丁目17番1 号

加 入 手 続…適用係( 2 階2 番窓口)
保険料の免除申請
口 座 振 替… 記録係( 2 階1 番窓口)

( 880) 5151

年 金請求 の手 続… 給付係( 2 階4 番窓口)

保険料の納付相談… 検認係( 2 階3 番窓口)
( 880) 5161

年 金 相 談

一人で悩むよりお気軽に
毎月第1 水曜日
時間　午前10時～午後3時30分
場所　国民年金課( 中央本町庁舎2 階)
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61年4月1日から
新しい国民年金がスタートしました
本格的な高齢化社会の到来に備え。年金制度を長期にわたり安定的に連営していくために

年金制度が改正されました。
新しい年金制度では、加入者の範囲か従来の自営業などに加え、新たにサラリーマンやそ

の配偶者( 扶養されている人) も全員か加入することになりました。( 表1)

あなたの加入する年金制度は ( 表1)

保険料は62年4 月から変わります
昭和62年4月～昭和63年3月　月額7, 400円

保険料は納期限までに納めましょう

こんなときこんな手続きを
国民年金は、加入資格がかわるごとに届出が必要になります。( 表2)
この届出を忘れますと、年金が受けられなくなる場合もありますので、必ず届出を。

( 表2)

国民年金からは
基礎年金が
支給されます
● 基礎年金には次の3 種類があります。
1. 老齢基礎年金

2. 障害基礎年 令
3. 遺族基礎年金

また、基礎年金のほかに国民年金の
独自の給付として、付加年金、寡婦年

金、死亡 一時金かあります。

( 注) 大正15年4月1日以前に生まれた人

や昭和61年3 月までに年金を受けて

いる人は、今までどおりの年金を受
けるこ とになります。

老齢基礎年金いつからいくらもらえるか

● 年金を受けるためには… …
老齢基礎年金は、国民 年金の保険料を納めた期間や保険料の免除を受け

た期間などを合わせて25年以卜ある人か65歳から受けられます。
ただし、昭和5 年‥ 凵 口 川以前に生まれた人は、1リ|り凵1により21年か

ら24年の資格期川でも受けられます。( 表3)

● 年金はいくらもらえますか?
老齢基礎年金の釦は622, 800円です。( 昭和61年l泪員恪) ただし、これは60

歳になるまでに旧民年金に加入できる年数( 加人吋能 年数) についてすべ

て保険料を納めた人の場介です。
保険科の納め忘れがある 人や国民年金の加入期間か加人可能年数より少

ない 人は。その期間に応じて年金額が減額されます。(年金額計算式により
計Q されます)

また、保険料の免除を受けた期闘は% の額で計算されます。

※ 年金額計算式

622, 800円 ×
保険料納付月数+ 保険料免除月数× 貼

加人可能年数× 12( 月) = 年金額

※「加入可能年数」とは……
20歳 か ら60 歳 ま での 期 間( 40 年間) で すが 、 昭 和16 年4 月1 日以 前 に生 ま

れ た 人は 、昭 和36 年4 月1 日か ら60 歳 ま での 期 間を い い ます 。( 表3)

資格期間及び加入可能年数早見表 ( 表3)

65歳前でも
受けられますか?
● 繰上げ請求

60歳～64aでも繰上げ請求の手続

きをすれば。減翻された年金を受け
ることもできます。

1. 減額率は生涯かわりません。
2. 厚生年金の加入期問のある人か。

老齢基礎年金を鱗l l げj a 求しますと,
特別支給の老齢片乍年金か65歳 まで

支給か停止されます。
3. 障害基礎年金や寡婦年令は請求で

きなくなります。
4. 遺族厚生( 共涛) 年金と老齢幕礎年

全とは, 繰上げ請求して も65歳 まで
は, どちらか一つを選ぶことになり

ます。

( 例) 65歳か・い両鮪の　

622, 800円受けら

れる人が、緩l l 　

げl a求をしたと

きはド記のよう

に減翻さ れます。

66歳以降に年金を受けることもできます
● 繰下げ請求
66歳以降( 70歳まで)の 支給開始を希望すれ

ば、年令額は増額されます。
支給の繰ドげは、G6歳以降の 支給開始を請

求するときに巾し出をしてください。

厚生年金や共済組合に
加入したことのある人は…
● 老齢基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金が受けられます
老齢基礎年金を受けられる加人期間のある人が、60

歳以l l で退職しているときは、65歳になるまで特別支

給の老齢1ソ生(退職共済)年金が受けられます。

65歳になると国民年 金から 老齢基礎年金が、厚生年

金( 共済組合)からは老齢厚生( 退職共済) 年金が受けら

れるようになります。

自営業の人など(第1号被保険者)か
受けられる年金
1. 付加年金
より高い年金を希望される
人か付加保険料をL のせして
納め、将来、老齢基礎年金と
合わせて受ける制度です。

2. 寡婦年金

老齢基礎年令を受ける資格

のある夫( 結婚期間か10年以
上) が亡くなったときに、妻

か60歳から65歳になるまで受
けられます。

3. 死亡一時金
保険料を3 年以|こ納めた人

が、年金を受けずに亡くなっ
たとき。

その他の年金 このようなときはこのような年金

● その他の年金

1.病気やケガで障害者になったとき
国民年金加入中に病気やヶがで障

害者になったとき障害基礎年金が受
けられます。 また、20歳前の病気や
ヶがで障害者になった人も、20歳に

なると障書基礎年金が受け られます。

2.ご主人が亡くなったとき
国民年金加入中の人や老齢基礎年

奮の受給資格期間を満たした 人が亡
くなったとき、その人によって生計

を維持されていた、子のある妻また
は子に遺族基礎年金が支給されます。
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保険料の納める方法が変わります

※納め忘れた方は、2 年前までさかのぼって納付することができますのでご相談ください。

保険料の納付は
口座振替で
● 62年4 月分から毎月引落しにな

りましたので便利です

● 預 金不足がないかぎり、納め忘

れがあ り ません

● ご家族の方の預金口座から も振

替できます

お申込みは、 あなた またはご家族

の方の預金口座のある金融機関(

郵便局を除 く) で手続きして く

ださい。
* 手続きに必要な もの*

1. 国民 年金手帳 または納付書
2. 預金通帳

3. 印鑑

( 通帳に使用している もの)

国民年金保険料を
納められない方へ
経済的な理由などで保険料を納めることが

困難な時は、保険料免除の手続きをしてくだ

さい。( 任意加人の人は除く)

免除の手続きをして承認されますと、保険

料を納めなくても未納にはならず、受給に必

要な期間に計算されます。

保険料を免除された期間については、1/3の

年金を受けることができます。

もし、保険料を納めないままにしておくと

年金を受けられなくなることがありますので、

ご注意ください。

● 手続きの方法
国民年金手帳、印かんをご持参ください。

あきらめないで、あなたの年金
60歳から任意加入
新しい国民年金では、60 歳から65歳になるまでの間、任意加入すること

ができるようになりました。
60歳 までに年金受給資格期間を満たすことができない人も、60 歳以降、

任意加入して年金を受けられる場合もあります。

また、加人可能年数に足りない人が任意加入して、満額の年金を受ける

こともできます。

カラ期間のある人

次の期間などのある人は、その期間も資格期間として計算されます。

①サラリーマンの奥さんなどが、国民年金に任意加人しなかった期間

②学生で任意加入しなかった期間

③厚生年金の脱退手当金を受けた期間で、昭和36年4 月以降の期間( 昭 和61

年4 月以後国民年金加入期間のある人)

④外国に住んでいた期間で昭和36年4 月以降の期間

厚生年金のことは足立社会保険事務所

所 在 地 〒120　足立区綾瀬2 丁目17番9 号　電話( 604) 0111

社会保険事務所 では、 厚生年 金及び国民年 金につい て社 会

保険庁 との オンラインシステムにより個別・ 具体的 な年金相

談に応 じてい ます。

相談内容 ○ 厚生年金保険の 加人期間お よび年金 見込額

○ 現在年金を受け ている方の記録および 支払額

相談時 間 午前9時15分～午後4時30分( 土曜日は11: 30まで)

土曜日は待ち時間が 長くな りますので、なる べく平日をご 利

用ください。

相談は、ご本人が直接年金手帳や年金証書を持って、社会保険事務所
へおいでください。しかし、やむを得ない事情により代理の方がおいで

になるときは、本人の署名押印入りの依頼状をお持ちください。

保険料積立金の還元融資
国民年 金保険 料は 、年金支払いのための財源として積立 てら れ

るほか、地方 公共団 体に長期低利で融資され、 児童館、老 人館、

プ ールなどの福祉施 設建 設に役立てられてい ます。

昭和61年度に融資をうけた施設
梅田、鹿浜、 西伊 興、興 本の各体育館

鹿浜、 興本、( 仮) 加平 一丁目の各児童館・老 人館

中央 本町保健相 談所 及び( 仮) 平野ゲート ボール場

国民年金ことぶき友の会
老齢年金・通算老齢年金を受けていらっしゃる方々のたのしい
集まりです。あなたの入会をお待ちしております。

ことぶき友の会では、安い費用で会員の親睦旅行を行うほか、
各種のレクリエーションなどのいろいろな行事を行います。

● くわしくは――――ことぶき友の会事務局へ

千代田区 丸の内3- 8- 1　 電 話( 211) 1905


